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平成２４年１２月２７日  

 

居宅介護支援事業所 管理者 様 

 

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課  

事業者指導・指定担当課長  

 

特定事業所加算について（通知） 

 

日頃から、本市介護保険事業運営に御協力をいただきお礼申し上げます。 

さて、次年度に特定事業所加算を算定する居宅介護支援事業所におかれましては、現在、次年度の研

修計画を策定するなど準備を進めておられることと存じますが、計画的な研修を実施するため、下記「１ 

計画的な研修の実施について」に留意していただき研修計画を策定してください。 

また、下記「２ 伝達等を目的とした会議について」を参照いただき、当該加算の趣旨を踏まえた上

で、ケアマネジメントの向上に繋がる会議となるよう配慮してください。 

なお、研修計画や会議の議事録については、今後のケアプラン点検におけるプロセスチェック等にお

いて確認させていただく予定です。 

 

記 

 

１ 計画的な研修の実施について  

研修計画は、事前に定める必要があることから、次の事項に留意して、年度が始まる３月前まで

に策定してください。なお、研修計画には作成日を記載しておいてください。 

① 事業所に所属する全ての介護支援専門員について、毎年度のスキルアップを目指し、経験年

数や個人の能力等を考慮し、個別に目標等を設定する必要があり、定期的に目標等の達成状況

を確認できる計画であることが望ましい。 

② 本来の業務に支障をきたすこととならないように、誰が、何時、どのような研修に参加する

ことが最適なのか、スケジュール等を予め調整しておく必要がある。 

 

２ 伝達等を目的とした会議について 

会議は、週１回以上開催してください。 

議題は、事業所内の会議等で討議する必要がある問題を議題として取り上げ、ケアマネジメント

の質の向上に繋がるよう、様々な切り口から討議し、その討議内容は議事録として２年間保存して

おいてください。 

 

                               （問い合わせ先）      

介護保険課事業者指導係  

Tel:082-504-2183    

Fax:082-504-2136     

別紙２ 
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平成 21年 11 月 2 日 

 

各居宅介護支援事業所 管理者 様 

各介護予防支援事業所 管理者 様 

 

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課長 

 

訪問介護等における適切なケアマネジメントの実施について（依頼） 

           

日ごろから、本市介護保険事業の運営につきまして、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、介護保険サービスの内容につきましては、一般的に介護保険の対象とならないものと考

えられる事例について、各区勉強会等において、過去の介護報酬の返還事例等を例示としてお示

ししてきているところですが、平成 21年 7 月 24 日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡「適切

な訪問介護サービス等の提供について」（別紙参照）にありますように、例示で示した同様の行

為についても、一定の条件のもと、保険給付の対象となる場合があります。 

本市における取り扱いは下記のとおりですが、この場合でも介護保険制度が市民の皆様の保険

料及び税金で賄われている公的サービスであることや、各事業者におかれましてはサービス提供

の必要性に係る説明責任があることに留意し、今後も引き続き適切なケアマネジメントを実施し

ていただくようお願いします。 

 

                  記 

 

 保険給付の対象となる場合 

  訪問介護等の具体的サービス行為について、一般的に介護保険の対象とならないと考えられ

るものとしてお示ししている行為でも、次の条件を満たす場合は、保険給付の対象となる場合

があります。 

その際、適切なアセスメントを実施し、利用者の自立支援について適切な助言が可能な者が

参加するサービス担当者会議等を通じて明らかとなった、当該サービスの必要性について、必

ず居宅サービス計画等に具体的に記載してください。 

① 介護支援専門員又は担当職員の適切なアセスメントに基づくもの。 

② サービス担当者会議等を通じ、利用者の自立を支援する上で真に必要と認められたサ

ービスであること。 

③ 適宜、モニタリングを実施し、その必要性等について検討すること。 

   

※ ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。 

 

お問い合わせ先：事業者指導係 ℡ 082-504-2183 

                        認定・給付係 ℡ 082-504-2363 

別紙３ 
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平成 21年 11 月 2 日 

 

各（介護予防）訪問介護事業所 管理者 様 

 

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課長 

 

訪問介護等における適切なケアマネジメントの実施について（通知） 

           

日ごろから、本市介護保険事業の運営につきまして、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、標記の件につきまして、別添写しのとおり、各居宅介護支援事業所及び各介護予防支援

事業所管理者あてに送付していますので、参考までに送付します。 

 つきましては、今後も引き続き適切なサービス提供に努めていただきますようよろしくお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先：事業者指導係 ℡ 082-504-2183 

                        認定・給付係 ℡ 082-504-2363 
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訪問介護サービスの生活援助の取扱いについて訪問介護サービスの生活援助の取扱いについて訪問介護サービスの生活援助の取扱いについて訪問介護サービスの生活援助の取扱いについて    

 

１１１１    介護保険法等の規定介護保険法等の規定介護保険法等の規定介護保険法等の規定    

  訪問介護については、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２項で定められている

とおり、「居宅において」「行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話」で

あり、その具体的内容については、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第５条

に、「入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事（居宅要介護者が単身の世帯に属

するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難

な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする。）、生活等に関する相談及び助言

その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする」と規定されている。 

このうち、生活援助が中心であるサービス提供については、「単身の世帯に属する利用者又は家

族若しくは親族と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該

利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、」「指定訪問介護を行った場

合に所定単位数を算定する」旨が「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平

成１２年２月１０日厚告第１９号）」（以下「基準」という。）別表１の注３に規定されている。 

  上記の「利用者が一人暮らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家

事を行うことが困難な場合」とは、「障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様

のやむを得ない事情により、家事が困難な場合をいうものであること。なお、居宅サービス計画

に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、居宅サービス計画書に生活援助中心型の算

定理由その他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活全般の解決すべき課題に

対応して、その解決に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明確に記載する必要があ

る」旨が「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療

養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す

る基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１２年３月１日老企第３６号）」第２の２の

(5)に示されている。 

 

２２２２    本市の取扱い本市の取扱い本市の取扱い本市の取扱い    

１の基準等を踏まえ、本市においては、同居家族等がいる場合における訪問介護サービスの生

活援助の取扱いについて、例えば同居家族等の有無のみを判断基準として一律機械的に介護給付

の支給の可否について判断するのではなく、自立支援に資する必要なサービスが提供されるとい

う介護保険の基本理念に基づき、あくまでも個々の利用者等の状況に応じた介護支援専門員の適

切なアセスメント結果を基に、個別に判断するよう指導してきたところである。 

  また、平成１９年１２月２０日付けで、厚生労働省老健局振興課から「同居家族等がいる場合

における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて」の事

務連絡（本市ホームページに掲載済）が発出され、「市町村においては、同居家族等の有無のみを

判断基準として、一律に介護給付の支給の可否を機械的に判断しないよう」明記されている。 

  各サービス事業者においては、この基準等の趣旨を十分ご理解いただき、適切なサービス提供

に努めていただきたい。   

別紙４ 
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３３３３    個別の事例における個別の事例における個別の事例における個別の事例におけるケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント    

(1) 基本的な考え方 

個別の事例に係る介護給付の支給の可否については、個々の利用者等の状況に応じた介

護支援専門員の適切なアセスメント結果を基に判断することとなる。この際、障害、疾病

のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難

な場合については、生活援助を算定することは可能であるが、同様のやむを得ない事情が

ない場合は、介護給付を支給することはできないので、福祉サービス等他のサービスを検

討することとなる。 

いずれにしても、適切なアセスメントの結果等を踏まえた居宅サービス計画の作成を通

じ、個々の利用者等の具体的な状況に応じて慎重に判断を行うことが必要である。 

(2) 手順（別図を参照） 

Ⅰ段階、Ⅱ段階 

個々の利用者に対してアセスメントを行い、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、

利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握

する。 

    Ⅲ段階 

次に、利用者が自立した日常生活を営むために支援が必要な部分について、家族等が利

用者に対して介護を提供できる部分があるかどうかについても検討する必要があるが、同

居している家族が男性であるから、日中就業しているから、といった理由だけでは、不十

分である。 

なぜなら、当然のことながら男性といっても身につけている家事能力の程度は様々であ

るので、たとえば、同居している家族（年齢、性別に関係なく）が利用者に対して必要な

介護の何をどの程度提供できるのか、また、日中就業といっても就業時間帯、休日の頻度

等様々であるので、同居している家族の具体的な就業形態、家事従事等の生活実態を踏ま

え、その家族が利用者に対して必要な介護の何をどの程度提供できるのか、を個々具体的

に検討する必要がある。 

    第Ⅳ段階 

Ⅲ段階までにおいて、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上

で解決すべき課題があった場合については、その解決すべき課題に対応するための最も適

切なサービスの組合せについて検討しなければならない。また、サービスの組合せに当た

っては、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効

率的に提供されるよう配慮して行う必要がある。 

     その結果、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族と同居している利用者であ

って、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行う

ことが困難であるものに対して、生活援助中心型の訪問介護を居宅サービス計画に位置付

けることが可能となる。 
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（別図） 

 

Ⅰ段階 Ⅱ段階 Ⅲ段階 Ⅳ段階

（アセスメント結果等を踏まえた居宅サービス計画の作成過程）
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要支
援者

要介
護者

サービスの
内容

単位数

定期巡回・随時対
応型訪問介護看
護

24時間安心して在宅生活が送れるよ
う、定期的な巡回訪問や随時通報によ
り、日中夜間を通じて訪問介護や訪問
看護を受けるサービス。

× ○ ５か所
訪問看護
サービスを
行う場合

[要介護3]
1月当たり
20,838単

位

居宅介護
支援事業
所の介護
支援専門
員

夜間対応型訪問
介護

一定の人口規模（20～30万人程度）の
地域を対象とし、夜間に定期的に巡回
して行う訪問介護と、通報に基づき随時
対応する訪問介護を合わせたサービス。

× ○ 3か所
夜間定期
巡回サービ
スの場合

1回あたり
383単位

居宅介護
支援事業
所の介護
支援専門
員

認知症対応型通
所介護

認知症である方について、老人デイサー
ビスセンター等に通い、当該施設におい
て入浴、排せつ、食事等の介護その他
日常生活上の世話及び機能訓練を行
うサービス。

○ ○ 3０か所

グループホー
ムとの共用
型において、
所要時間7
時間以上9
時間未満の
場合

[要介護3]
1日あたり
542単位

居宅介護
支援事業
所の介護
支援専門
員

小規模多機能型
居宅介護

「通い」を中心として、利用者の様態や
希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」
を組み合わせて提供するサービス。

○ ○ ３０か所 ―

[要介護3]
1月あたり
23,439単
位

小規模多
機能型居
宅介護の
介護支援
専門員
（注２）

認知症対応型共
同生活介護（グ
ループホーム）

認知症高齢者が共同生活を営む住居
において、入浴、排せつ、食事等の日常
生活上の世話及び機能訓練を受ける
サービス。

要支
援２の
方のみ

○ １３９か所 ―
[要介護3]
1日あたり
868単位

認知症対
応型共同
生活介護
の計画作
成担当者

地域密着型介護
老人福祉施設入
所者生活介護

定員が30人未満の介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）で、入所して、
入浴、排せつ、食事等の日常生活上の
世話、機能訓練、療養上の世話を受け
るサービス。

× ○ ４か所
多床室（相
部屋）の場
合

[要介護3]
1日あたり
774単位

地域密着
型介護老
人福祉施
設入所者
生活介護
の介護支
援専門員

複合型サービス
小規模多機能型居宅介護と訪問看護
を組み合わせて受けるサービス。

× ○ ４か所 ―

[要介護3]
1月あたり
25,274単
位

複合型サー
ビスの介護
支援専門
員
（注２）

（注２）月の途中で小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスの利用を開始又は終了した場合で、当該月に居宅サービスを
　　　利用しているときは、居宅介護支援費の算定は可能であるため、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスの利用開
　　　始前又は利用終了後の居宅介護支援事業所の介護支援専門員が小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを含
　　　めてその利用者に係る「給付管理票」の作成と提出を行い、居宅介護支援費の請求を行うこととなる。

（注１）事業所の名称・所在地等については、広島市ホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp) 事業者〉その他・介護保険〉
　　　広島市の介護保険制度〉事業者一覧　◎介護保険サービス事業者一覧　に掲載しています。

地域密着型サービスの概要

「給付管理
票」作成及
び提出担

当者

対象者

概要区分
事業所数

(H26/5/1現在)

（注１）

主な単位数

別紙５
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平成 25 年度 実地指導等の指摘事項等について（抜粋） 

 

 各サービス別に、過去の実地指導、指定申請等において、文書又は口頭指導等を行った内容について具体的に
例示します。今後の事業所運営において、参考としてください。 

 

 

 

 (１) 人員基準 

サ ー ビ ス 種 類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

居宅介護支援 従業者の員数 

介護支援専門員１人当たりの担

当利用者数が、継続して３５人を

超えていた。 

介護支援専門員１人当たりの担当利用者

の数が３５人を超える場合には、増員す

ることが望ましい。 

 

(2) 運営基準 
  

サ ー ビ ス 種 類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

サ
ー
ビ
ス
共
通 

全て 掲示 
重要事項等の掲示が行われてい

なかった。 

事業所の見やすい場所に、運営規程の概

要、従業者の勤務の体制その他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を掲示すること。 

 秘密保持 

裏紙として他の利用者の個人情

報が記載された紙を使用してい

た。 

個人情報の取り扱い上望ましくないた

め、使用しないこと。 

  苦情処理 

苦情対応者と苦情対応責任者が

同一人物であった。 

また、苦情処理の概要について、

掲示されていなかった。 

苦情対応者と苦情対応責任者は別の人物

に設定することが望ましい。 

また、概要は事業所の見えやすい位置に

掲示すること。 

  
事故発生時の

対応 

利用者が医療機関で治療を受け

た場合やノロウイルス等感染症

が発生した場合に、本市へ報告し

ていなかった。 

介護サービスの提供中に死亡した場合、

医療機関を受診した場合、ノロウイルス

等の感染症が発生した場合、損害賠償を

行うこととなった場合等は、所定の様式

で本市に報告すること。 

  
 

苦情対応記録の事例がなく、様式

等を作成していなかった。 
記録の様式は作成しておくこと。 

 

全て（施設

系サービ

スを除く） 

居宅サービス

計画に沿った

サービスの提

供 

居宅サービス事業所において入

手する居宅サービス計画につい

て、利用者の同意前の写しを保管

していた。 

利用者の同意を得た居宅サービス計画を

入手しておくこと。 

居宅介護支援 指定居宅介護

支援の具体的

取扱方針（ア

セスメント） 

要介護更新の認定時、要介護状態

区分の変更時にアセスメントを

実施していなかった。 

更新時、区分変更時、サービス種類の増

減等居宅サービス計画に変更がある場合

は、必ずアセスメントを実施すること。 

 

緊急で短期入所生活介護を利用

しているが、一連の業務における

アセスメントが行われていない。 

緊急的なサービス利用でやむを得ない場

合であっても、一連の業務は事後的に可

及的速やかに実施すること。 

【語句説明】 
施設系サービス：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、特定施設入居者生活介護、 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護 

別紙６ 
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サ ー ビ ス 種 類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

居宅介護支援 

指定居宅介護

支援の具体的

取扱方針（軽

微な変更） 

福祉用具事業所の変更（軽微な変

更）について、変更の修正が行わ

れていなかった。 

２表を見え消し等で修正したものを保管

し、利用者及び事業者等へ配布したこと

が確認できるようにしておくこと。 

 
指定居宅介護

支援の具体的

取扱方針（サ

ービス担当者

会議） 

プランに位置づけられている事

業所のサービス担当者会議への

参加がなく、照会も行われていな

かった。 

やむを得ない理由でサービス担当者会議

に参加できない者については、照会等に

より専門的見地からの意見を求めるこ

と。【運営基準減算】 

 

区分変更申請日に属する月内に

サービス担当者会議を開催せず、

２月後に開催していた。 

利用者の要介護状態区分の変更の同月内

にサービス担当者会議を開催すること。

【運営基準減算】 

  

サービス担当者会議に、サービス

を終了することになった福祉用

具の担当者が出席していなかっ

た。 

終了したサービスについても、担当者は

出席することが望ましい。 

 
 

全て文書照会(FAX)で確認をして

いた。 

サービス担当者会議は「やむをえない理

由」がない限り、会議を開催して意見を

求めること。 

 
 

短期入所生活介護の事業所名を

特定しない居宅サービス計画を

作成した場合、実際に利用開始し

た際に、当該事業所を交えたサー

ビス担当者会議が開催されてい

なかった。 

改めて短期入所生活介護の担当者を交え

サービス担当者会議を行うこと。 

 
指定居宅介護

支援の具体的

取扱方針（居

宅サービス計

画の説明、同

意、交付） 

サービス利用票について、同意を

得ていない又は対象月の翌月に

作成し同意を得ていた。 

サービス提供の前月までにはサービス利

用票を作成し、利用者の同意を得ること。

【運営基準減算】 

 

要介護状態区分の変更の際、居宅

サービス計画の説明、同意及び交

付を行っていなかった。 

利用者の要介護状態区分の変更の同月内

に、居宅サービス計画について利用者又

はその家族に説明し、利用者の同意を得

て、交付すること。【運営基準減算】 

 

 

 

 

指定居宅介護

支援の具体的

取扱方針（モ

ニタリング） 

モニタリングの記録及び訪問の

記録が残されていなかった。 

特段の事情のない限り、少なくとも１月

に１回は利用者の居宅で面接を行い、か

つ、少なくとも１月に１回はモニタリン

グの結果を記録すること。 

【運営基準減算】 

 
 

一時的な短期入所生活介護の利

用であり、帰宅していた日がある

にもかかわらず、モニタリングを

短期入所生活介護施設で行って

いた。 

月を通じて短期入所生活介護を利用する

など、特段の事情のない限り、少なくと

も１月に１回は利用者の居宅で面接する

こと。【運営基準減算】 
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サ ー ビ ス 種 類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

居宅介護支援 

指定居宅介護

支援の具体的

取扱方針（モ

ニタリング） 

事前に月末に入院することが分

かっていたが、自宅訪問できず

に、電話連絡にてモニタリングを

行っていた。 

原則、自宅訪問すること。なお、急遽決

まった入院等で、入院前に自宅訪問が困

難であった場合等、特段の事情がある場

合には、その旨を支援経過やモニタリン

グシートに記録し残すこと。 

【運営基準減算】 

 

指定居宅介護

支援の具体的

取扱方針（計

画の変更） 

サービスが終了又は中断したが、

介護支援専門員は必要性がある

と判断し、数ヶ月以上居宅サービ

ス計画に記載したままにしてい

た。 

当面サービス提供の予定がない場合は、

居宅サービス計画から、サービスを削除

するためにサービス担当者会議の開催等

一連の業務を行うこと。 

介護予防支援 
指定介護予防

支援の具体的

取扱方針（サ

ービス担当者

会議） 

サービス担当者会議に欠席して

いる事業者に対して照会等を行

っていなかった。 

やむを得ない理由でサービス担当者会議

に参加できない者については、照会等に

より専門的見地からの意見を求めるこ

と。 

 

要介護認定の更新時にサービス

担当者会議及び計画への同意が、

その翌月に行われていた。 

要介護認定の更新、要介護状態区分の変

更の認定時等においては、同月中に同意

を得ておくこと。 

 

指定介護予防

支援の具体的

取扱方針（モ

ニタリング） 

利用者の居宅を３月に１回、訪問

していなかった。また、モニタリ

ングの結果が確認できなかった。 

サービスの提供を開始する月の翌月から

起算して３月に１回及び評価期間が終了

する月並びに利用者の状況に著しい変化

があったときには利用者の居宅を訪問

し、少なくとも１月に１回はモニタリン

グの結果を記録すること。 

 

指定介護予防

支援の具体的

取扱方針（目

標達成状況の

評価） 

介護予防サービス計画に位置づ

けた期間が終了する際の評価に

ついて、同一のプランを継続する

際に、「プラン継続」としていた。 

期間終了後にプラン継続となるのは、入

院等によりそのプランに基づいたサービ

スを提供できておらず、同一のプランを

継続する場合等限定的であるので、それ

以外の場合には、プランの見直し等を検

討すること。 

  

介護予防サービス計画に位置づ

けた期間が終了する際の評価に

ついて、プランの内容を変更する

際に、「プラン終了」としていた。 

プラン終了となるのは、自立や要介護状

態になった場合であり、適切な項目にチ

ェックをすること。 

(3) 報酬基準   

サービス種類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

居宅介護支援 
居宅介護支援

費（取扱件数） 

取扱件数が４０人以上の場合の

居宅介護支援費(Ⅱ)、(Ⅲ)の利用

者の割当てについて、利用者をア

イウエオ順で並べて割り当てて

いた。 

利用者との契約日の古い順に並べ、割り

当てること。 
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サ ー ビ ス 種 類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

居宅介護支援 初回加算 

サービス担当者会議が未実施で

あるなど運営基準減算に該当し

ているが、初回加算を算定してい

た。 

運営基準減算に該当する場合は、初回加

算は算定できない。 

 
特定事業所加

算 

介護支援専門員に対する個別の

研修計画が策定されていなかっ

た。 

特定事業所加算の研修計画について、居

宅介護支援員ごとに目標を設定して、達

成状況を確認すること。 

 

入院時情報連

携加算(Ⅰ)、

(Ⅱ) 

支援経過には、病院に対して情報

提供を行った日時、場所（医療機

関へ出向いた場合）、提供手段は

記載されているが、情報提供の内

容が詳細に記載されていなかっ

た。 

入院時情報連携加算を算定する場合は、

情報提供の日時、場所、方法に加え、提

供した情報が明確に分かる形で記録を残

すこと（用いたフェイスシートの写しを

綴っておくことや、電話連絡した内容を

支援経過に記載しておくこと等）。 

 

入院時情報連

携加算(Ⅰ)、

(Ⅱ) 

病院にFAXで必要な情報を提供し

た際に、入院時情報連携加算(Ⅰ)

を算定していた。 

病院又は診療所を訪問して情報提供する

場合に入院時情報連携加算(Ⅰ)を算定

し、それ以外の方法の場合には入院時情

報連携加算(Ⅱ)を算定すること。 

 
入院時情報連

携加算(Ⅰ) 

入院時情報連携加算(Ⅰ)につい

て、情報提供書類を利用者の居宅

で医療連携室職員に手渡してい

た。 

医療機関等を訪問し、職員に面談し、情

報提供を行うこと。 

 
退院・退所加

算 

当該加算を３回算定する際に必

要となるカンファレンスの参加

者が、入院医療機関の医師、訪問

看護ステーションの看護師、介護

支援専門員のみであり、参加者が

不足していた。 

当該加算を３回算定する場合は、そのう

ちの１回について、診療報酬の算定方法

別表第一医科診療報酬点数表の退院時共

同指導料２（３者以上による指導加算）

の対象となる会議に参加する必要があ

る。当該会議については、入院医療機関

の医師に加え、退院後の在宅医療を担う、

次の①～⑤のグループから３グループ以

上の出席が必要となる。 

①在宅医療を担う医療機関の医師、看護

師又は准看護師                                            

②歯科医師又は歯科衛生士 

③薬局薬剤師 

④訪問看護ステーションの看護師、理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士 

⑤介護支援専門員 

 認知症加算 

主治医意見書で認知症高齢者の

日常生活自立度Ⅱｂと診断され

た月も当該加算を算定していた。 

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲa以上

を満たさなくなった場合、その月から算

定できない。 
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サ ー ビ ス 種 類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

居宅介護支援 
独居高齢者加

算 

毎月の利用者の独居状態を確認

していることが分かる記録がな

かった。 

少なくとも月に１回、利用者の居宅を訪

問し、利用者が単身で居住している旨を

確認し、その結果を居宅サービス計画等

（支援経過等）に記載すること。 

介護予防支援 初回加算 

月途中からサービスを提供して

いる利用者について、サービス提

供開始月ではなく、開始月の翌月

に初回加算を算定していた。 

初回加算は新規に介護予防サービス計画

を作成する利用者に対し、指定介護予防

支援を行った開始月に算定すること。 
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